様式第２９号（第２０条の３関係）
（その１）
	点　検　項　目
	点　検　結　果
	状況および措置内容

	
	判　定
	不　備　内　容
	

	火　を　使　用　す　る　設　備　・　器　具　等
	　炉　
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	ふろがま
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	温風暖房機
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	厨房設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	ボイラー
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	ストーブ
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	壁付暖炉
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	乾燥設備
	□　適
	
	　

	
	
	□　否
	
	

	
	サウナ設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	簡易湯沸設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	給湯湯沸設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	掘りごたつおよびいろり
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	ヒートポンプ冷暖房機
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	火花を生ずる設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	放電加工機
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	燃料電池発電設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	変電設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	発電設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	蓄電池設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	ネオン管灯設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	舞台装置等の電気設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	避雷設備
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	水素ガスを充てんする気球
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	付属する煙突
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	液体燃料を使用する器具
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	固体燃料を使用する器具
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	気体燃料を使用する器具
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	

	
	電気を熱源とする器具
	□　適
	
	

	
	
	□　否
	
	


　

	点　検　項　目
	適用される火を使用
する設備・器具
	点　検　結　果
	状　況　お　よ　び　措　置　内　容

	
	
	判　定
	不　備　内　容
	

	火を使用する

設備・器具号
	条例第１８条の３適用

条例第２３条の２適用
	
	□　適
	
	

	
	
	
	□　否
	
	


備考　1　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

2　状況および措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況および点検の際措置した内容を記入すること。

　　　　3　該当のない点検項目については、状況および措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

